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�愛媛県告示第１２１１号
大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号。以下「法」という。）第６条第１項の規定による届出があったので、同条第３項において

準用する法第５条第３項の規定に基づき、次のとおり告示する。

当該届出は、愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課及び松山地方局産業経済部商工労政課並びに松山市役所において告示の日から４月

間縦覧に供する。

平成１８年８月１５日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 変更の届出の概要

大規模小売店舗の名称 大規模小売店舗の所
在地 変更した事項 変 更 前 変 更 後 変 更 の

年 月 日
届 出
年 月 日

ダイキ北条店 松山市北条辻４１０番１
外

大規模小売店舗において小売
業を行う者

ダイキ株式会社、え
ひめ中央農業協同組
合

ダイキ株式会社、え
ひめ中央農業協同組
合、株式会社大屋

平成１８年
８月２日

平成１８年
８月４日

２ 意見書の提出

この告示に係る大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項について意見を有する者は、告

示の日から４月以内に、愛媛県に次のとおり意見書を提出することができる。

なお、提出された意見書は、その概要を告示するとともに、愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課及び松山地方局産業経済部商工労

政課並びに松山市役所において告示の日から１月間縦覧に供する。

� 意見書に記載すべき事項

ア 提出者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

イ 当該大規模小売店舗の名称

ウ 当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項についての意見

� 提出先

愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課

�愛媛県告示第１２１２号
障害者自立支援法（平成１７年法律第１２３号）第５４条第２項の規定により、次のとおり指定自立支援医療機関を指定した。

平成１８年８月１５日

愛媛県知事 加 戸 守 行

� 目 次 �
告 示

○ 大規模小売店舗の変更の届出の概要等…………………………………７０９

○ 指定自立支援医療機関の指定……………………………………………７０９

発 行 愛 媛 県

○ 収用及び使用の手続の開始………………………………………………７１０

○ 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の指定…………………７１０

○ 土砂災害警戒区域の指定…………………………………………………７１１

○ 開発行為に関する工事の完了……………………………………………７１１

名 称 所 在 地 開設者の住所及び氏名又は名称 担当しようとする
医療の種類 指定年月日

松山赤十字病院 松山市文京町１番
松山市
日本赤十字社愛媛県支部
支部長 加戸 守行

精神通院医療 平成１８年
８月１日

医療法人静心会平成病院 大洲市柚木８１１番地１
大洲市
医療法人静心会平成病院
理事長 篠崎 憲次

精神通院医療 平成１８年
８月１日

ふじ薬局 四国中央市川之江町２２７０―７ 四国中央市
田中 耕治郎

精神通院医療
（薬局）

平成１８年
８月１日

わかば薬局 東温市志津川１６０―１
西予市
有限会社若葉調剤
代表取締役 矢野 伸二

精神通院医療
（薬局）

平成１８年
８月１日

青空薬局 宇和島市柿原甲１３５２番４
北九州市
メディカルブレーン株式会社
代表取締役 平田 二朗

精神通院医療
（薬局）

平成１８年
８月１日

毎週（火・金）曜日発行 第１７８６号 平成１８年８月１５日

平成１８年８月１５日火曜日 第１７８６号

愛 媛 県 報

７０９
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�愛媛県告示第１２１３号
土地収用法（昭和２６年法律第２１９号）第３４条の３の規定により、

次のとおり収用及び使用の手続の開始を告示する。

平成１８年８月１５日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 起業者の名称

国土交通大臣

２ 事業の種類

一般国道５６号改築工事（宇和島道路・愛媛県宇和島市津島町高

田地内から宇和島市寄松字井手口地内まで）及びこれに伴う附帯

工事並びに市道、普通河川及び農業用道路付替工事

３ 手続が開始される土地

� 収用の手続が開始される土地

愛媛県宇和島市保田字内ヤ谷、字木峯、字柳谷、字岡田、字

小谷、字小谷口、字保養田、字一貫田地内

� 使用の手続が開始される土地

愛媛県宇和島市保田字内ヤ谷、字柳谷、字小谷、字小谷口、

字保養田、字一貫田地内

４ 手続が開始される土地を表示する図面の縦覧場所

愛媛県宇和島市役所
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�愛媛県告示第１２１４号
土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法

律（平成１２年法律第５７号）第６条第１項及び第８条第１項の規定に

基づき、次のとおり土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域を

指定する。

平成１８年８月１５日

愛媛県知事 加 戸 守 行

白雲薬局 宇和島市広小路１番３４号
北九州市
メディカルブレーン株式会社
代表取締役 平田 二朗

精神通院医療
（薬局）

平成１８年
８月１日

センター薬局斎院店 松山市南斎院町９３５番地３
松山市
有限会社トキワファーマシー
代表取締役 田中 康夫

精神通院医療
（薬局）

平成１８年
８月１日

ちふねまち薬局 松山市千舟町五丁目３―１和田ビル１
階

松山市
小笠原 洋二

精神通院医療
（薬局）

平成１８年
８月１日

ココ東野薬局 松山市東野二丁目甲１０１―９ 松山市
中矢 孝志

精神通院医療
（薬局）

平成１８年
８月１日

ファミリー薬局 松山市和気町一丁目１２５番地６
松山市
有限会社エナフィー
代表取締役 村上 毅起

精神通院医療
（薬局）

平成１８年
８月１日

西条調剤薬局 西条市大町５４０番地４
西条市
有限会社東予調剤
代表取締役 岡田 俊二

精神通院医療
（薬局）

平成１８年
８月１日

かいてき調剤薬局桑原店 松山市桑原六丁目４―２９
松山市
有限会社アメニティ・ライフ・エイド
代表取締役 大野 宣哲

精神通院医療
（薬局）

平成１８年
８月１日

かいてき調剤薬局 松山市千舟町一丁目１―１７
松山市
有限会社アメニティ・ライフ・エイド
代表取締役 大野 宣哲

精神通院医療
（薬局）

平成１８年
８月１日

かいてき調剤薬局六軒家店 松山市六軒家町３番２４号
松山市
有限会社アメニティ・ライフ・エイド
代表取締役 大野 宣哲

精神通院医療
（薬局）

平成１８年
８月１日

おかべ薬局 松山市土手内９６―８
松山市
有限会社おかべ薬局
代表取締役 岡部 富子

精神通院医療
（薬局）

平成１８年
８月１日

サン薬局束本 松山市束本一丁目６番２１号
松山市
有限会社サン薬局
代表取締役 中野 高明

精神通院医療
（薬局）

平成１８年
８月１日

松山ハロー薬局 松山市来住町１１００―１
新居浜市
有限会社えひめ保健企画
代表取締役 植木 勢津子

精神通院医療
（薬局）

平成１８年
８月１日

キッズ薬局小坂店 松山市小坂五丁目７番１０号アングル
１ｓｔビル１Ｆ

松山市
株式会社キッズ
代表取締役 吉岡 哲也

精神通院医療
（薬局）

平成１８年
８月１日

キッズ薬局山根店 新居浜市中筋町二丁目１番３号
松山市
株式会社キッズ
代表取締役 吉岡 哲也

精神通院医療
（薬局）

平成１８年
８月１日

キッズ薬局山越店 松山市山越二丁目１番３１号
松山市
株式会社キッズ
代表取締役 吉岡 哲也

精神通院医療
（薬局）

平成１８年
８月１日

あさの薬局 松山市来住町５１７―４
松山市
有限会社あさの薬局
代表取締役 浅野 俊彦

精神通院医療
（薬局）

平成１８年
８月１日

重長薬局 松山市由良町１１５３番地３
松山市
有限会社重長薬局
代表取締役 重松 薫子

精神通院医療
（薬局）

平成１８年
８月１日

薬局ポイントタウン 松山市湊町六丁目４―１２半田ビル１Ｆ
松山市
有限会社重長薬局
代表取締役 重松 薫子

精神通院医療
（薬局）

平成１８年
８月１日

株式会社澤田薬局 上浮穴郡久万高原町久万１７１番地１
上浮穴郡久万高原町
株式会社澤田薬局
代表取締役 澤田 乙吉

精神通院医療
（薬局）

平成１８年
８月１日

久万調剤薬局 上浮穴郡久万高原町久万３２―２
上浮穴郡久万高原町
株式会社澤田薬局
代表取締役 澤田 乙吉

精神通院医療
（薬局）

平成１８年
８月１日

愛 媛 県 報平成１８年８月１５日 第１７８６号

７１０
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土砂災害警戒区域 土砂災害特別警戒区域

名 称 指定の
区域

土砂災害
の発生原
因となる
自然現象
の種類

名 称 指定の
区域

土砂災害
の発生原
因となる
自然現象
の種類

建築物に作用
すると想定さ
れる衝撃に関
する事項

川口
（４８５－
�－２３
１８�）

北宇和
郡鬼北
町大字
父野川
下（次
の図の
とおり）

急傾斜地
の崩壊

川口
（４８５－
�－２３
１８�）

北宇和
郡鬼北
町大字
父野川
下（次
の図の
とおり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

宮成
（４８５－
�－２３
２４�）

北宇和
郡鬼北
町大字
父野川
中（次
の図の
とおり）

急傾斜地
の崩壊

宮成
（４８５－
�－２３
２４�）

北宇和
郡鬼北
町大字
父野川
中（次
の図の
とおり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

上鍵山
１－２
（４８５－
�－２
�）

北宇和
郡鬼北
町大字
上鍵山
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

上鍵山
１－２
（４８５－
�－２
�）

北宇和
郡鬼北
町大字
上鍵山
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

下鍵山
２－５
（４８５－
�－１７
�）

北宇和
郡鬼北
町大字
下鍵山
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

下鍵山
２－５
（４８５－
�－１７
�）

北宇和
郡鬼北
町大字
下鍵山
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

日向谷
３－３
（４８５－
�－２２
�）

北宇和
郡鬼北
町大字
日向谷
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

日向谷
３－３
（４８５－
�－２２
�）

北宇和
郡鬼北
町大字
日向谷
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

父野川
下
５－１２
（４８５－
�－５２
�）

北宇和
郡鬼北
町大字
父野川
下（次
の図の
とおり）

急傾斜地
の崩壊

父野川
下
５－１２
（４８５－
�－５２
�）

北宇和
郡鬼北
町大字
父野川
下（次
の図の
とおり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

父野川
中
６－２
（４８５－
�－６３
�）

北宇和
郡鬼北
町大字
父野川
中（次
の図の
とおり）

急傾斜地
の崩壊

父野川
中
６－２
（４８５－
�－６３
�）

北宇和
郡鬼北
町大字
父野川
中（次
の図の
とおり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

ソデノ
川
（４８５－
１５４４）

北宇和
郡鬼北
町大字
上大野
（次の
図のと
おり）

土石流 ソデノ
川
（４８５－
１５４４）

北宇和
郡鬼北
町大字
上大野
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

下陽の
地川
（４８５－
１５４７）

北宇和
郡鬼北
町大字
下鍵山
（次の
図のと
おり）

土石流 下陽の
地川
（４８５－
１５４７）

北宇和
郡鬼北
町大字
下鍵山
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

北下鍵
山川
（４８５－
１５５０）

北宇和
郡鬼北
町大字
下鍵山
（次の
図のと
おり）

土石流 北下鍵
山川
（４８５－
１５５０）

北宇和
郡鬼北
町大字
下鍵山
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

西下本
村川
（４８５－
１５５１）

北宇和
郡鬼北
町大字
下鍵山
（次の
図のと
おり）

土石流 西下本
村川
（４８５－
１５５１）

北宇和
郡鬼北
町大字
下鍵山
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

山出口
川
（４８５－
１５５３）

北宇和
郡鬼北
町大字
上鍵山
（次の
図のと
おり）

土石流 山出口
川
（４８５－
１５５３）

北宇和
郡鬼北
町大字
上鍵山
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

黒川川
（４８５－
１５５４）

北宇和
郡鬼北
町大字
上鍵山
（次の
図のと
おり）

土石流 黒川川
（４８５－
１５５４）

北宇和
郡鬼北
町大字
上鍵山
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

幸田川
（４８５－
１５５９－
１）

北宇和
郡鬼北
町大字
下鍵山
（次の
図のと
おり）

土石流 幸田川
（４８５－
１５５９－
１）

北宇和
郡鬼北
町大字
下鍵山
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

西下本
村川
（４８５－
１５６４）

北宇和
郡鬼北
町大字
父野川
下（次
の図の
とおり）

土石流 西下本
村川
（４８５－
１５６４）

北宇和
郡鬼北
町大字
父野川
下（次
の図の
とおり）

土石流 次の図のとお
り

西屋敷
川
（４８５－
１５６８）

北宇和
郡鬼北
町大字
父野川
上（次
の図の
とおり）

土石流 西屋敷
川
（４８５－
１５６８）

北宇和
郡鬼北
町大字
父野川
上（次
の図の
とおり）

土石流 次の図のとお
り

節安川
（４８５－
１５６９）

北宇和
郡鬼北
町大字
父野川
上（次
の図の
とおり）

土石流 節安川
（４８５－
１５６９）

北宇和
郡鬼北
町大字
父野川
上（次
の図の
とおり）

土石流 次の図のとお
り

（「次の図」は、省略し、その図面は、土木部河川港湾局砂防課、

宇和島地方局建設部及び鬼北町に備えて一般の縦覧に供する。）

�������
�愛媛県告示第１２１５号
土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法

律（平成１２年法律第５７号）第６条第１項の規定に基づき、次のとお

り土砂災害警戒区域を指定する。

平成１８年８月１５日

愛媛県知事 加 戸 守 行

土砂災害警戒区域

名 称 指定の
区域

土砂災害
の発生原
因となる
自然現象
の種類

幸田川
（４８５－
１５５９－
２）

北宇和
郡鬼北
町大字
下鍵山
（次の
図のと
おり）

土石流

（「次の図」は、省略し、その図面は、土木部河川港湾局砂防課、

宇和島地方局建設部及び鬼北町に備えて一般の縦覧に供する。）

�愛媛県告示第１２１６号
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第１項に規定する開発行為に関する工事が次のとおり完了した。

平成１８年８月１５日

愛 媛 県 報平成１８年８月１５日 第１７８６号

７１１



愛媛県知事 加 戸 守 行

検 査 済 証 の 番 号
及 び 交 付 年 月 日

工 事 を 完 了 し た 開 発 区 域 又 は
工 区 に 含 ま れ る 地 域 の 名 称

開 発 許 可 を 受 け た
者 の 住 所 及 び 氏 名

１８松局建（開）第２０号

平成１８年８月３日
東温市牛渕字太郎丸４８１番１及び４８４番２

松山市堀江町３２２番地３

セジュール堀江Ｂ－２０２号

井 門 正 弘

１８松局建（開）第２１号

平成１８年８月３日
伊予郡松前町大字神崎字奥屋敷２５８番２

今治市玉川町三反地甲２１７番地２４

高 橋 純 一

平成１８年８月１５日 発行

愛 媛 県 報平成１８年８月１５日 第１７８６号

７１２


